
 

 

 
京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認申請書 

（臨界実験装置の変更）に関する審査の結果の案の取りまとめ（案） 
－低濃縮燃料及びトリウム貯蔵庫の追加－ 

 

令和４年３月３０日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１． 審査の結果の案の取りまとめ  

原子力規制委員会は、令和元年 5 月 31 日に、国立大学法人京都大学（以下

「京都大学」という。）から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（以下「原子炉等規制法」という。）第２６条第１項及び第７６条の規

定に基づき提出された京都大学複合原子力科学研究所の原子炉設置変更承認

申請書を受理した。また、令和 3 年 10 月 4 日及び令和 3 年 11 月 10 日に、京

都大学から当委員会に対し補正の提出がなされた。 

令和 3 年度第 47 回原子力規制委員会（令和 3 年 11 月 24 日）において、審

査の結果の案の取りまとめについて審議し、運転時の異常な過渡変化に係る事

象のうち、実験物の異常等による反応度の付加に係る過剰反応度の考え方につ

いて、京都大学と審査チームで見解の一致を図るよう指示した。これを受け、

核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合が 2 回開催され、過剰反応

度の考え方について議論の結果、双方の考え方に一致が見られたことから、令

和 4 年 2 月 22 日及び令和 4 年 3 月 14 日に、京都大学から一部補正の提出が

なされた。（別添１「過剰反応度の考え方に係る議論の経緯及びその内容」参

照。） 

上記の一部補正を受け、本申請について、審査会合等において審査を進めて

きたところ、原子炉等規制法第２６条第４項において準用する同法第２４条第

１項各号のいずれにも適合しているものと認められることから、別紙１のとお

り審査の結果の案を取りまとめることとし、原子力委員会及び文部科学大臣の

意見を聴くこととする。 

 

２．原子力委員会への意見聴取  

原子炉等規制法第２６条第４項において準用する同法第２４条第２項の規

定に基づき、別紙２のとおり同法第２４条第１項第１号及び第７６条に規定す

る承認の基準の適用について原子力委員会の意見を聴くこととする。 

 

３．文部科学大臣への意見聴取  

原子炉等規制法第７１条第１項第３号の規定に基づき、別紙３のとおり文部
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科学大臣の意見を聴くこととする。 

 

４．科学的・技術的意見の募集  

試験研究用等原子炉施設に係る審査書案に対する意見募集については、平成

２７年度第５６回原子力規制委員会において、リスクの観点から科学的・技術

的に重要な判断が含まれる場合には、審査書案の意見募集を行うことがあり得

るとしている。（参考１） 

 

今回の申請に係る審査書案を取りまとめるに当たっては、 

（案の１の場合）：審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行う。 

（案の２の場合）：審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行わない。 

 

５．今後の予定  

（案の１の場合） 

原子力委員会及び文部科学大臣への意見聴取の結果並びに審査書案に対す

る科学的・技術的意見の募集の結果を踏まえ、改めて、原子力規制委員会にお

いて審議のうえ、原子炉等規制法第２６条第１項及び第７６条の規定に基づく

当該設置変更承認申請に対する承認の可否について判断を行う。 

（案の２の場合） 

原子力委員会及び文部科学大臣への意見聴取の結果、基準の適用や承認する

ことについて特段の意見がなければ、原子炉等規制法第２６条第１項及び第７

６条の規定に基づく設置変更の承認を、文書管理要領別表第３（１）事項番号

２２により原子力規制庁長官の専決処理により行うこととする。また、専決処

理結果については、他の専決処理案件を含め、報告を受けることとする。（参

考２） 
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過剰反応度の考え方に係る議論の経緯及びその内容 

 

１．経緯 

京都大学複合原子力科学研究所の原子炉設置変更承認申請（臨界実験装置の

変更）の審査結果について、令和３年度第４７回原子力規制委員会（令和３年

11 月 24 日）の審議において、運転時の異常な過渡変化に係る事象のうち、実

験物の異常等による反応度の付加（以下、「実験物の異常事象」という。）に係

る過剰反応度の考え方については、今後の運転管理にも反映すべきものである

ため、京都大学及び審査チームで見解が一致していない状態で許可すべきでは

ないとの見解が示され、改めて過剰反応度の考え方を整理するよう指示を受け

た。   

これを受け、審査会合を 2 回開催し、過剰反応度の考え方について整理を行

った。 

 

２．京都大学と審査チームの考え方の相違（資料１参照） 

（１）京都大学のこれまでの考え方 

京都大学は、過剰反応度を、実験物の有無に関わらず、運転状態において、

炉心の制御棒が全引き抜き状態になった時の反応度と考えており、実験物の移

動等による異常（以下、「実験物の移動」という。）により加わる反応度を過剰

反応度とは別のものと考えていた。 

具体的には、実験物の異常事象に係る過渡変化の解析では、通常運転時の臨

界状態にある炉心の過剰反応度と実験物の移動により加わる反応度を合わせ

て最大過剰反応度（固体減速炉心では 0.35%Δk/k、軽水減速炉心では 0.5%Δ

k/k）以下として考えていたことから、制御棒が全引き抜き状態で炉心の過剰

反応度が 0%Δk/k となる場合が、実験物の移動により加わる反応度が最大

（0.35%Δk/k）となるとして、過渡解析を実施していた。 

以上のように、炉心の過剰反応度は、実験物の移動が発生する前の臨界状態

の反応度に相当するとして、0%Δk/k としていた。 

 

（２）審査チームの考え方 

審査チームは、炉心の反応度に影響を与える事象全体（通常運転、異常な過

渡変化における実験物の異常事象による反応度付加）を通して、炉心に付加さ

れる反応度を、過剰反応度と考えている。この過剰反応度を用いて、全制御棒

の反応度抑制効果を定め、保安規定において、全制御棒の反応度制御能力を管

理するものと考える。また、安全設計では核的制限値としての過剰反応度が担

保されることを確認し、安全評価では過剰反応度が制限値としての最大過剰反

別添１ 
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応度を超えないことを前提として評価を行うものであると考える。 

このことから、審査チームは、実験物の異常事象について、実験物の移動に

より加わる反応度が含まれる事象発生後の反応度は 0.35%Δk/k となることか

ら、実験物を装荷時の過剰反応度は 0.35%Δk/k と設定する必要があると考え

る。 

ここで、京都大学は、全制御棒の反応度抑制効果を核的制限値として過剰反

応度プラス 1%Δk/k としていることから、過剰反応度を 0%Δk/k とする京都

大学の考え方では全制御棒の反応度抑制効果が 1%Δk/k となり、過剰反応度を

0.35%Δk/k とする審査チームの考え方では全制御棒の反応度抑制効果が

1.35%Δk/k となることと比べて、スクラム時の停止余裕が小さくなり、保安

規定において制限される全制御棒の反応度制御能力が小さくなる。 

 

３．審査会合において確認した内容 

（１）令和３年度第 424 回審査会合（令和３年 12 月 21 日） 

過剰反応度の考え方について、京都大学の考え方を聴取するとともに、審査

チームの考え方を説明、議論を行ったところ、京都大学から、過剰反応度に実

験物の移動により添加される反応度を含める考え方に改めるとの回答があっ

た。 

 

（２）令和３年度第 431 回審査会合（令和４年２月８日） 

京都大学から、審査チームの考え方に理解を示しつつ、より保守的な考え方

として、過剰反応度には、実験物の移動により加わる正の反応度に限らず、す

べての正の反応度（軽水減速炉心における減速材温度の上昇及び挿入管の破損

等による反応度等）を考慮することについて、申請書に明記する方針が示され

た。 

なお、設計基準事故に係る事象として、京都大学が想定していた燃料誤装荷

は、燃料装荷時の管理により、燃料誤装荷時の未臨界性は確保されること、及

び誤装荷後に運転操作を行うことはないことから、運転に伴う動特性解析を行

わないこととし、申請書添付書類十の当該部分を削除するとの説明があった。 

 

４．補正申請 

以上から、京都大学及び審査チームにおいて過剰反応度の考え方に一致が見

られたところ、京都大学は申請書に過剰反応度に係る考え方を明記するととも

に、実験物の異常事象に係る解析条件としての過剰反応度を改めた解析を行い、

これらに係る補正申請を令和４年２月 22 日及び令和４年３月 14 日に提出し

た。 
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＜資料１＞

※１ 実験物の反応度（%Δk/k）
※２ 制御棒の反応度抑制効果＝過剰反応度＋1.00%Δk/k
※３ 反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合

（KUCAでは、全数挿入する時の反応度抑制効果の2/3）

実験物の異常等に係る過剰反応度の考え方（固体減速炉心）

■過剰反応度に係る見解が一致した後の考え方（変更後）
臨界状態の炉心に印加されると想定されるすべての正の反応度を加えた値を過剰反応度とした。

炉心A

【A】基準炉心

過剰反応度
ρex=0.35%Δk/k

炉心の反応度
ρ=0.35%Δk/k

実験物を装荷
ρs※１=-0.35

【B】照射実験の炉心（運転状態）

過剰反応度
ρex=0.35%Δk/k

炉心の反応度
ρ=0.00%Δk/k

実験物の落下
ρs※１=-0.35

【C】異常発生時の炉心

過剰反応度
ρex=0.35%Δk/k

炉心の反応度
ρ=0.35%Δk/k

全制御棒の反応度抑制効果 ： 1.35%Δk/k※２

スクラム時の制御棒の反応度抑制効果※３ ： 0.90%Δk/k
スクラム時の炉心の停止余裕 ： 0.55%Δk/k

■これまでの京都大学における過剰反応度の考え方（変更前）
炉心の過剰反応度は、実験物の異常が発生する前の臨界状態の反応度に相当するとしていた。

過剰反応度
ρex=0.35%Δk/k

炉心の反応度
ρ=0.35%Δk/k

【B】照射実験の炉心（運転状態）

過剰反応度
ρex=0.00%Δk/k

炉心の反応度
ρ=0.00%Δk/k

【C】異常発生時の炉心

過剰反応度
ρex=0.35%Δk/k

炉心の反応度
ρ=0.35%Δk/k

全制御棒の反応度抑制効果 ： 1.00%Δk/k※２

スクラム時の制御棒の反応度抑制効果※３ ： 0.66%Δk/k
スクラム時の炉心の停止余裕 ： 0.31%Δk/k

実験物を装荷
ρs※１=-0.35

炉心A

実験物の落下
ρs※１=-0.35

【A】基準炉心
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〔附属資料一覧〕 

 

別紙１ 京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認申請書（臨界実験

装置の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

に規定する承認の基準への適合について（案） 

 

添付 京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認申請書（臨界 

実験装置の変更）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律第２４条第１項第２号（技術的能力に係る

もの）、及び第３号関連）（案） 

 

別紙２ 原子力委員会への京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認

申請書（臨界実験装置の変更）に関する意見の聴取について（案） 

 

別紙３ 文部科学大臣への京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認

申請書（臨界実験装置の変更）に関する意見の聴取について（案） 

 

参考１ 平成 28 年 2 月 17 日 第 56 回原子力規制委員会 資料３「試験研究用

等原子炉施設における新規制基準への適合性審査に係る今後の進め方

について（別紙２）試験研究用等原子炉施設等の新規制基準適合性審査

に係る意見募集について」 

 

参考２ 原子力規制委員会行政文書管理要領（制定 平成 24 年 9 月 19 日 原規

総発第 120919005 号 原子力規制委員会決定）（抄） 

 

参考３ 参照条文 
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京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認申請書（臨界

実験装置の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律に規定する承認の基準への適合について（案） 

 

番      号 

年   月   日 

原子力規制委員会 

 

令和元年５月３１日付け１９京大施環化第４７号（令和３年１０月４日付け

２１京大施環化第７９号、令和３年１１月１０日付け２１京大施環化第９５号、

令和４年２月２２日付け２１京大施環化第１３１号及び令和４年３月１４日付

け２１京大施環化第１４２号をもって一部補正）をもって、国立大学法人京都

大学 学長 山極 壽一から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第２６条第１項

及び第７６条の規定に基づき提出された京都大学複合原子力科学研究所原子炉

設置変更承認申請書（臨界実験装置の変更）に対する法第２６条第４項におい

て準用する法第２４条第１項各号及び第７６条に規定する承認の基準への適合

については以下のとおりである。 

 

１．法第２４条第１項第１号 

本件申請については、 

・試験研究用等原子炉の使用目的（原子炉の核特性等に関する基礎研究､開

発研究及び教育訓練）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、国内の他の事業者又は我が国と原子力の平和利

用に関する協力のための協定を締結している国に引き渡すまで、当該原

子炉施設の燃料室に保管するという方針に変更はないこと 

から、試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないもの

と認められる。 

 

２．法第２４条第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る変更の工事に要する資金は、文部科学大臣が認

可した国立大学法人京都大学中期計画に基づき、京都大学経費をもって充当

する計画であるとしていることから、工事に要する資金の調達は可能と判断

した。このことから、申請者には本件申請に係る試験研究用等原子炉施設を

設置変更するために必要な経理的基礎があると認められる。 

別紙１ 
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３．法第２４条第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、試験研究用等原子炉施設を設置変更するため

に必要な技術的能力があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

４．法第２４条第１項第３号 

添付のとおり、本件申請に係る試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び

設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験研究用

等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で

定める基準に適合するものであると認められる。 

 

５．法第２４条第１項第４号 

本件申請については、試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第２３

条第２項第９号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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（案） 
 

 

京都大学複合原子力科学研究所原子炉設置変更承認申請書

（ 臨 界 実 験 装 置 の 変 更 ） に 関 す る 審 査 書 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

第２４条第１項第２号（技術的能力に係るもの）及び第３号関連 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

原子力規制委員会 

 

添付 
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Ⅰ はじめに  

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第２６条第１項及び第７

６条に基づいて、国立大学法人京都大学（以下「申請者」という。）が原子力規

制委員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「京都大学複合原子力科学

研究所原子炉設置変更承認申請書（臨界実験装置の変更）」（令和元年 5 月 31 日

付け申請、令和 3年 10 月 4 日付け、令和 3 年 11 月 10 日付け、令和 4年 2 月 22

日付け及び令和 4 年 3月 14 日付け一部補正。以下「本申請」という。）の内容が、

以下の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第２６条第４項で準用する第２４条第１項第２号の規定（試

験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、

かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がある

こと。）のうち、技術的能力に係る規定。 

（２）同項第３号の規定（試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料

物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がな

いものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであるこ

と。）。 

 

なお、原子炉等規制法第２４条第１項第１号の規定（試験研究用等原子炉が平

和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、第２号の規定のうち経理的基礎

に係るもの及び第４号の規定（第２３条第２項第９号の体制が原子力規制委員会

規則で定める基準に適合するものであること）に関する審査結果は、別途取りま

とめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査書では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第２４条第１項第２号の規定のうち、技術的能力に係るもの

に関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審査指針（平成

16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力審査指針」という。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、試験研究の用に供する原子炉等

の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委

員会規則第 21 号。以下「許可基準規則」という。）及び試験研究の用に供する

原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規研発第1311271

号（平成 25 年 11 月 27 日原子力規制委員会決定）。以下「許可基準規則解釈」

という。）。 

-11-



 

2 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅲ 試験研究用等原子炉施設の設置及び運転のための技術的能力」には、技

術的能力審査指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備」には、許可基準規則へ

の適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

 

本審査書においては、本申請において変更の対象とする試験研究用等原子炉施

設（臨界実験装置。以下「本試験研究用等原子炉施設」という。）に関して審査

した内容を示している。 

 

なお、本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応

じ、文章の要約や言い換え等を行っている。また、本審査書で用いる条番号は、

断りのない限り許可基準規則のものである。 

 

Ⅱ 変更の内容  

申請者は、以下のとおり変更するとしている。 

（１）濃縮度 20%未満の燃料（以下「低濃縮燃料」という。）を追加する。 

（２）トリウム貯蔵庫を追加する。 

 加えて、上記の変更以外に、記載の適正化を行っている。 

 

Ⅲ 試験研究用等原子炉施設の設置及び運転のための技術的能力  

原子炉等規制法第２４条第１項第２号（技術的能力に係るものに限る。）の規定

は、試験研究用等原子炉設置者に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術

的能力及び試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があ

ることを要求している。 

 

申請者は、本申請に係る試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力

及び試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力について、令

和 3 年 3 月 30 日付け原規規発第 2103302 号をもって承認した京都大学複合原子力

科学研究所原子炉設置変更承認申請（令和 2年 12 月 24 日付け 20京大施環化第 101

号をもって申請、令和3年 2月 8日付け20京大施環化第125号をもって一部補正。

以下「既承認申請」という。）から、技術者、有資格者数等を本申請時点に変更し

ている。 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、技術者、有資格者数等を本申請時
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点とするものであり、既承認申請の審査において確認した方針から変更がないもの

であることから、本申請に係る申請者の技術的能力が技術的能力審査指針に適合す

るものと判断した。 

 

Ⅳ 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備  

本章においては、変更申請がなされた内容について、試験研究用等原子炉施設の

位置、構造及び設備に関して審査した結果を示した。 

なお、「Ⅱ 変更の内容」に示した記載の適正化に係る事項については、基本設計

ないし基本的設計方針に変更がなく、規制要求への適合性に影響を与えないもので

あることを確認した。 

 

Ⅳ－１ 低濃縮燃料の追加  

申請者は、本申請において、低濃縮燃料を追加し、低濃縮燃料を用いた炉心（以

下「低濃縮炉心」という。）の運転を行うものとしている。なお、原子炉本体、計

測制御系統施設、反応度制御系統、原子炉停止系統等の既設の設備は、既承認申請

から変更はないとしている。 

 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．１ 地震による損傷の防止（第４条関係） 

Ⅳ－１．２ 安全施設（第１２条関係） 

Ⅳ－１．３ 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止（第１３条関係） 

Ⅳ－１．４ 炉心等（第１５条関係） 

Ⅳ－１．５ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

Ⅳ－１．６ 計測制御系統施設（第１７条関係） 

Ⅳ－１．７ 安全保護回路（第１８条関係） 

Ⅳ－１．８ 反応度制御系統（第１９条関係） 

Ⅳ－１．９ 原子炉停止系統（第２０条関係） 

Ⅳ－１．１０ 工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護（第２４条関係） 

Ⅳ－１．１１ 放射線からの放射線業務従事者の防護（第２５条関係） 

Ⅳ－１．１２ 実験設備等（第２９条関係） 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、許可基準規則に適合するものと判

断した。 

 

Ⅳ－１．１ 地震による損傷の防止（第４条関係）  

第４条第１項及び第２項の規定は、試験研究用等原子炉施設について、地震の発
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生により生じるおそれのある安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影

響の程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて算定した地震力に十分に耐える

ことができる設計とすることを要求している。 

 

申請者は､新たに追加する低濃縮ウランの燃料要素について、耐震重要度を C ク

ラスに分類し、既承認申請において示した耐震重要度分類 C クラスの耐震設計方針

に基づき、耐震重要度分類に応じて算定した地震力に、十分耐えられるように設計

するとしている。 

 

規制委員会は、新たに追加する低濃縮ウランの燃料要素の地震による損傷の防止

に係る設計方針について、耐震重要度に応じて算定した地震力に十分に耐えること

ができるものとすることを確認したことから、許可基準規則に適合するものと判断

した。 

 

Ⅳ－１．２ 安全施設（第１２条関係）  

第１２条第３項及び第４項の規定は、安全施設は、設計基準事故時及び設計基準

事故に至るまでの間に想定されるすべての環境条件において、その機能を発揮する

ことができる設計とすること、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能

の重要度に応じ、試験研究用等原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる

設計とすることを要求している。 

 

申請者は､新たに追加する低濃縮ウランの燃料要素について、炉心の形成（ＰＳ

－３）及び放射性物質の閉じ込め、遮蔽及び放出低減（ＭＳ－３）の機能を有する

としており、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定されるすべて

の環境条件において、燃料要素に影響を与えうる温度上昇はなく、その機能を発揮

することができる設計としている。 

また、低濃縮ウランの燃料要素は、既承認申請における高濃縮ウランの燃料要素

と同様に手作業で取り扱うため、その健全性及び能力を、停止中に試験又は検査に

より確認することができる設計としている。 

 

規制委員会は、新たに追加する低濃縮ウランの燃料要素の設計方針について、設

計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件にお

いて、その機能を発揮することができる設計とするとしていること、その健全性及

び能力を確認するため、停止中に試験又は検査ができる設計とするとしていること

等を確認したことから、許可基準規則に適合するものと判断した。 
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Ⅳ－１．３ 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止（第

１３条関係）  

第１３条は、試験研究用等原子炉施設の設計基準事故等の拡大防止について、以

下であることを要求している。 

１．運転時の異常な過渡変化時において、設計基準事故に至ることなく、通常運

転時の状態に移行できること。 

２．設計基準事故時において、次に掲げる設計であること。 

（１）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に

冷却できること。 

（２）試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないこと。 

 

規制委員会は、申請者が実施した以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．３．１ 運転時の異常な過渡変化 

Ⅳ－１．３．２ 設計基準事故 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認したこ

とから、許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

なお、実験物の異常等による反応度の付加に係る過剰反応度について、申請者は、

当初、実験物の有無に関わらず、運転状態において炉心の制御棒が全引き抜き状態

になった時の反応度と考えており、実験物の移動等による異常により加わる反応度

を過剰反応度とは別のものと考えていた。一方、審査チームは、炉心の反応度に影

響を与える事象全体を通して、炉心に付加される反応度であると考えていた。 

規制委員会は、令和 3 年度第 47 回原子力規制委員会において、実験物の異常等

による反応度の付加に係る過剰反応度の考え方について、申請者と審査チームの見

解の一致を図るよう指摘した。 

指摘を受け、この申請者と審査チームの考え方の不一致について、審査会合にお

いて議論した結果、申請者は、過剰反応度に、運転時の異常な過渡変化時等の想定

されるすべての反応度を含める考え方に改め、申請者と審査チームとの間で過剰反

応度の考え方が一致した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１．３．１ 運転時の異常な過渡変化  

１．事象の選定 

申請者は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心において、発生する可能性

-15-



 

6 

 

のある運転時の異常な過渡変化について、水冷却型試験研究用原子炉施設の安全

評価に関する審査指針（平成 3 年 7 月 18 日原子力安全委員会決定。以下「研究

炉安全評価指針」という。）を参考に、本試験研究用等原子炉施設の特徴を踏ま

えて以下の事象を選定したとしている。 

（１）炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 

① 原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き 

② 出力運転中の制御棒の異常な引抜き 

③ 実験物の異常等による反応度の付加 

（２）炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 

① 商用電源喪失 

（３）その他原子炉施設の設計により必要と認められる事象 

① 中性子発生設備又はパルス状中性子発生装置を臨界状態において利用 

② 炉心タンクヒータによる炉心温度上昇 

 

規制委員会は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心における運転時の異常

な過渡変化について、研究炉安全評価指針を参考に事象が選定されていること、

また、本試験研究用等原子炉は、熱出力が 100W と小さく、冷却が不要であるた

め冷却系を備えていないことから、これらの系統又は設備に関わる事象について

は考慮が必要ないことを確認した。 

 

２．判断基準 

申請者は、運転時の異常な過渡変化時に、燃料の許容設計限界を超えることは

なく、低濃縮炉心が通常に復帰できる状態で事象が収束する判断基準（以下「運

転時の異常な過渡変化時の判断基準」という。）を以下のとおりとしている。 

（１）燃料の最高温度は、400℃を超えないこと。 

（２）構造材のアルミニウムの最高温度は、400℃を超えないこと。 

（３）固体減速架台の減速材であるポリエチレンの最高温度は、100℃を超えない

こと。 

（４）軽水減速架台の減速材である軽水の最高温度は、100℃未満であること。 

 

申請者は、判断基準として、（１）は燃料のブリスタが発生しないことを確認

すること、（２）は構造材が破損しないことを確認すること、（３）はポリエチレ

ンが軟化する温度以下であることを確認すること、（４）は軽水の温度が沸点未

満であることを確認するためであるとしている。 

 

規制委員会は、これらの判断基準を満足することにより、燃料の許容設計限界
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を超えることはなく、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心は通常に復帰でき

る状態で事象が収束するものと認められることを確認した。 

 

３．解析手法 

規制委員会は、申請者が運転時の異常な過渡変化における動特性に用いている

解析手法は以下のとおりであることから、適切なものであることを確認した。 

（１）運転時の異常な過渡変化における動特性の解析は、6 群の遅発中性子先行核

を考慮した通常の一点炉近似の動特性方程式に基づいて行う。この連立微分方

程式の解析は、実績のある汎用数式処理システム Mathematica を用いて行うこ

と。 

（２）燃料要素の温度の最大値は、動特性解析によって得られた熱出力を積算した

結果をもとに、各炉心の発熱分布と燃料要素内の出力分布を考慮して算出して

いること。 

（３）計算に使用する実効遅発中性子割合、中性子寿命、減速材温度係数などの定

数は核計算コードシステム SRAC 等、広く使用実績のある手法で作成すること。 

 

４．解析条件 

規制委員会は、申請者が設定した解析条件が、以下の設計条件等に基づいて適

切に設定されたものであることを確認した。 

（１）制御棒による反応度添加率は 0.02%Δk/k/s 以下に制限されること。 

（２）急激な反応度印加に伴い、炉周期が 30 秒以下で制御棒の引抜きは制限され

ること。 

（３）急激な反応度印加に伴い、炉周期が 15 秒以下で制御棒の一せい挿入、10 秒

以下でスクラムが作動し原子炉は自動停止すること。 

（４）線型出力計の各レンジの 110%以上のとき制御棒の一せい挿入、120%以上の

ときスクラムが作動し、原子炉は自動停止すること。 

（５）炉心装荷物である挿入管及び照射物の位置が変化しないように固定するとと

もに、位置の変化及び挿入管への水の流入に対して過剰反応度を制限すること。 

（６）実験所に接続する電力系統の送電線は独立した 2 回線からなっており、実験

所外の変電所等のトラブルがあっても商用電源が喪失し難いようになってい

ること。 

（７）商用電源喪失に伴い、制御棒は電磁石電源が遮断されることにより自重で落

下すること。また、固体減速架台運転中は、中心架台の油圧ポンプ電源が遮断

することにより中心架台が自重で落下し、軽水減速架台運転中は、ダンプ弁の

保持電磁石電源が遮断されることにより、弁が自重下降することから、炉心タ

ンク内の水はダンプタンクに排水されること。 
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（８）商用電源喪失時に安全上必要な機器、監視装置の電源を確保するために非常

用電源設備を備えていること。 

（９）中性子発生設備又はパルス状中性子発生装置を利用するとパルス中性子が周

期的に入射するタイミングで出力が急上昇し、それに伴って発生する炉周期短

によるスクラムを避けるために対数出力炉周期系をバイパスする必要がある

が、その場合には制御棒の引抜きができなくなるインターロック機能が設けら

れていること。 

（１０）炉心タンクヒータを、作動させるためには、軽水減速架台室において電気

盤を操作し、併せて制御室でもヒータの操作ボタンを押す必要があるため、誤

作動が起こりにくい設計としていること。 

（１１）炉心温度が 80℃を超えた場合には警報が発報し、運転員に異常を知らせ

ること。 

（１２）原子炉停止系の単一故障を想定し、最大の反応度を持つ制御棒 1本が挿入

できないとすること。 

（１３）初期出力、投入反応度、スクラム時の出力等は解析結果を厳しめに見積も

るように設定され、出力及び積算出力が最大となる条件での評価がなされてい

ること。 

 

５．解析結果及び判断基準への適合状況 

申請者は、運転時の異常な過渡変化時の解析結果によると、燃料温度、構造材

及び減速材の温度上昇は、「中性子発生設備又はパルス状中性子発生装置を臨界

状態において利用」において最大となるが、初期温度を 25℃とした時の温度上

昇は、いずれも 50℃以下となることから、運転時の異常な過渡変化時の判断基

準を満足することを確認している。 

 

以上のことから、規制委員会は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心につ

いて、安全保護回路、原子炉停止系統等の機能により、運転時の異常な過渡変化

時において、設計基準事故に至ることなく、本試験研究用等原子炉施設を通常運

転時の状態に移行することができる設計であることを確認した。 

 

Ⅳ－１．３．２ 設計基準事故  

１．事象選定 

申請者は、研究炉安全評価指針を参考に、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮

炉心の特徴を考慮した上で、以下の事象を選定したとしている。 

（１）反応度の異常な投入 

① 燃料落下又は燃料誤装荷 
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（２）環境への放射性物質の異常な放出 

① 燃料の機械的破損 

② 実験設備、実験物等の著しい損傷 

 

規制委員会は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心に関する設計基準事故

の事象選定について、研究炉安全評価指針を参考に設定されていること、及び本

試験研究用等原子炉は、熱出力が 100W と小さく冷却が不要であるため冷却系を

備えていないことから、冷却系又は冷却ポンプに関わる事象、並びに炉心流路閉

塞(板状燃料を使用する原子炉)は評価する必要がないことを確認した。 

 

２．判断基準 

申請者は、設計基準事故時に炉心の著しい損傷が発生せず、周辺の公衆に放射

線被ばくのリスクを与えない判断基準（以下「設計基準事故時の判断基準」とい

う。）を以下のとおりとしている。 

（１）燃料の最高温度は、400℃を超えないこと。 

（２）構造材のアルミニウムの最高温度は、400℃を超えないこと。 

（３）固体減速架台の減速材であるポリエチレンの最高温度は、100℃を超えない

こと。 

（４）軽水減速架台の減速材である軽水の最高温度は、100℃未満であること。 

（５）周辺公衆の実効線量の評価値が、発生事故あたり 5mSv を超えないこと。 

 

申請者は、判断基準として、（１）は燃料が破損しないことを確認すること、

（２）は構造材が破損しないことを確認すること、（３）はポリエチレンが軟化

する温度以下であることを確認すること、（４）は軽水の温度が沸点未満である

ことを確認すること、（５）は「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審

査指針」を参考に周辺公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを確認

するためであるとしている。 

 

規制委員会は、これらの判断基準が満足されることにより、想定された事象が

発生した場合であっても、炉心の著しい損傷が発生するおそれがなく、周辺の公

衆に放射線被ばくのリスクを与えないものであると認められることを確認した。 

 

３．解析手法 

規制委員会は、申請者が設計基準事故の解析に使用している解析手法が以下の

ように妥当なものであることを確認した。 

（１） 反応度の異常な投入  
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① 燃料落下又は燃料誤装荷 

・「燃料誤装荷」の解析において、炉心構成時の誤装荷防止対策として、炉心

への燃料集合体の装荷時に、現場の作業員と制御室の運転員が連絡を取りあ

い、運転指令書に基づいた配置であることを確認しながら作業を実施してい

ること、また、装荷終了後には、燃料集合体の配置が運転指令書に記載した

配置と一致していることを再度確認する手順となっており、誤装荷した状態

で運転操作を行うことはないことから、燃料誤装荷時の運転に伴う動特性解

析は行わないとしている。なお、炉心構成時の未臨界性の評価は、誤装荷燃

料及び中心架台の反応度を安全設計で用いている実績のある核計算コード

を用いている。 

（２） 環境への放射性物質の異常な放出 

① 燃料の機械的破損 

・「燃料の機械的破損」の解析において、燃焼に伴う核分裂生成物の発生量、

燃料板中の核分裂生成物の崩壊に伴い発生する発熱等の評価には、燃焼計算

コード ORIGEN-2.2 を使用している。ORIGEN-2.2 は使用済燃料の崩壊熱の評

価等に広く使用された実績のある解析コードを用いている。 

② 実験設備、実験物等の著しい損傷 

・「実験設備、実験物の著しい損傷」の解析において、パイルオシレータに装

着される試料の核分裂生成物の内包量を評価するために、ORIGEN-2.2 を用

いている。また、実験物の固定位置は積算出力が最大となる位置を安全設計

で用いている解析コードによる出力分布を解析し求めている。 

 

被ばく評価において、使用する相対濃度χ/Ｑ、相対線量Ｄ/Ｑは、実際の気

象データを用いる場合に比べ保守的な評価となるよう、大気安定度 F、静穏

（0.5m/s）の条件で算出されている。 

 

４．解析条件 

規制委員会は、申請者が設定した解析条件が、以下の設計条件等に基づいて適

切に設定されたものであることを確認した。 

（１） 反応度の異常な投入 

① 燃料落下又は燃料誤装荷 

・炉心構成時の未臨界性は、中心架台の下限位置での反応度抑制効果と燃料集

合体を１体誤装荷された状態の炉心の反応度を評価している。 

（２） 環境への放射性物質の異常な放出 

① 燃料の機械的破損 

・運転パターンは、軽水減速架台又は固体減速架台において、同じ炉心で最大
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出力 100W での運転を 1 時間行い、30 日の運転間隔で 9 回繰り返し、最後

の運転の 24 時間後に最大出力 100W での運転を 1 時間行う。 

・燃料の破損条件は、最後の運転を停止してから 1 日後の炉心構成作業にお

いて 1 体の燃料集合体を取り扱う際に誤って燃料板を破損させたとする。 

② 実験設備、実験物の著しい損傷 

・固体減速架台において、パイルオシレータで用いる実験物の量は反応度の制

限値に相当する量とし、熱中性子束が最大で核分裂率が最大となる位置にあ

るとする。 

・最大積算出力となる運転終了直後に、濃縮ウラン実験物が破損し、内部の核

分裂生成物の 10％が放出されたとする。 

 

５．解析結果及び判断基準への適合状況 

申請者は、燃料集合体を１体誤装荷したとしても、中心架台に燃料集合体が１

体以上装荷されていれば臨界となることはないこと、また、複数の作業員による

複数回の確認により、原子炉の起動前に燃料誤装荷に気付くことができることか

ら、設計基準事故である反応度の異常な投入となる可能性は極めて低いことより、

「燃料誤装荷」の事象は炉心に著しい損傷が発生するおそれがないものであり、

当該設計基準事故以外の事故に至るおそれがある異常は生じないことを確認し

ている。また、環境への放射性物質の異常な放出について、周辺公衆の実効線量

は、最大でも約 0.19μSv（固体減速炉心の実験設備、実験物等の著しい破損の

事象の場合）であり、設計基準事故時の判断基準を満足することを確認している。 

 

以上のことから、規制委員会は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心につ

いて、安全保護回路、原子炉停止系統等の機能により、設計基準事故時において、

炉心の著しい損傷が発生するおそれがない設計であること、設計基準事故により

当該設計基準事故以外の設計基準事故に至るおそれがある異常を生じない設計

であること及び本試験研究用等原子炉施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を

及ぼさない設計であることを確認した。 

 

Ⅳ－１．４ 炉心等（第１５条関係）  

第１５条は、試験研究用等原子炉施設の炉心等について、核分裂の連鎖反応を制

御できる能力、設計基準事故等において原子炉を安全に停止できること等を要求し

ている。詳細な要求は以下のとおりである。 

 

１．原子炉固有の出力抑制特性を有する設計とすること。ただし、臨界実験装置に

係る試験研究用等原子炉施設であって当該試験研究用等原子炉施設の安全を確

-21-



 

12 

 

保する上で支障がないものは、この限りでない。 

２．試験研究用等原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御で

きる能力を有する設計とすること。 

３．炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に試験研究用等原子炉の運

転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系

統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料の許容設計限界を

超えない設計とすること。 

４．燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故時において、試験研究用等原子炉を安全に停止

できる設計とすること。 

５．燃料体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における試験研究用等原

子炉内の最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐える設

計とすること及び輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じない設計とする

こと。 

 

規制委員会は、これらについて、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、許

可基準規則に適合するものと判断した。 

 

１．設計方針 

申請者は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心及び低濃縮燃料等は、第１５

条の要求を踏まえ、以下の要件を満足する設計とするとしている。 

（１）原子炉固有の出力抑制特性 

本試験研究用等原子炉施設では、減速材温度係数が正となる炉心を構成する

ことができるが、炉心毎に温度係数を求め、この温度係数を解析条件とした運

転時の異常な過渡変化に係る解析の結果より、運転時の異常な過渡変化時にお

ける燃料の温度上昇を考慮しても、正の減速材温度係数により大きな正の反応

度が炉心に加わるおそれはないことから、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮

炉心の安全を確保する上で支障はない。また、減速材温度係数が負となる炉心

においては、異常な反応度投入があっても温度上昇による負の反応度フィード

バック又は炉周期短、最大出力等による原子炉スクラムにより出力上昇は抑制

される。 

（２）反応度制御特性 

本試験研究用等原子炉施設は、原子炉の反応度を制御することにより核分裂

の連鎖反応を制御できる能力を有するものとする。構成可能な低濃縮炉心は、

制御棒の全数挿入及び最大の反応度を有する制御棒が挿入不能な場合につい

て、制御棒反応度に関する制限値を満足できる範囲とする。 
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（３）運転特性及び過渡特性 

低濃縮炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に原子炉の運転に

支障が生ずる場合において、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統

及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料の許容設計限界を

超えないものとする。 

（４）原子炉の停止性能 

低濃縮ウラン燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転

時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉を安全に

停止できるものとする。 

（５）燃料体の機械的特性 

低濃縮ウラン燃料体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における

原子炉内の自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとする。

また、燃料体は、輸送中又は取扱中において、著しい変形の生じないものとす

る。 

 

（１）から（４）の設計とするため、主要な核的制限値及び熱的制限値は以下の

とおりとする。 

① 過剰反応度 0.35%Δk/k 以下 (固体減速炉心) 

0.5%Δk/k 以下（軽水減速炉心） 

過剰反応度は、臨界状態の炉心に印加されると想定され

るすべての正の反応度を加えた値 

② 反応度添加率 0.02%Δk/k/s 以下 

③ 制御棒の反応度抑制効果 過剰反応度＋1%Δk/k 以上 

④ 最大反応度を有する制御棒の反応度 全制御棒反応度の 1/3 以下 

⑤ 反応度温度係数 2×10-4Δk/k/℃以下 

⑥ 実験設備（パイルオシレータ）の反応度 0.1%Δk/k 以下 

⑦ 減速材及び反射体温度（軽水減速炉心） 80℃以下 

 

２．設計の概要 

申請者は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心は以下のような設計として

いる。 

固体減速炉心用の燃料体はウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（角板）、

軽水減速炉心用の燃料体はウランシリサイド・アルミニウム分散型燃料（標準型

燃料板）とし、共に被覆材の種類はアルミニウムとしている。 

燃料体の構造は、固体減速炉心用は、さや管の中へ燃料要素(角板)を減速材板

等とともに重ねて納める構造とし、軽水減速炉心用は、標準型燃料要素支持フレ
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ームの溝に燃料板をはめ込む構造としている。 

減速材は、固体減速架台においてはポリエチレンを用い、軽水減速架台におい

ては軽水を用いるとしている。 

軽水減速架台においては、2 つの炉心領域の間に軽水の反射材領域を設けた炉

心を構成することによって、減速材温度係数を正とすることができるが、その上

限について制限値を+2.0×10-4Δk/k/℃とするとしている。 

炉心支持構造物について、固体減速架台は炉心及び制御棒駆動装置を支える 2 

段式の支持構造から成り、炉心は架台支持構造第1 段に設置された格子板上に、

燃料を装填したさやを立てて構成され、架台支持構造第 1 段は最大約 10t の荷

重に耐えられるものであるとしている。 

制御棒駆動装置は、架台支持構造第 2 段に取付ける固定板の任意の場所に 6 

本取付けられ、この固定板は駆動装置とともに、クレーンによって各架台に移動

できる構造とするとしている。 

炉心格子の中心部は、周辺の固定部から分離されて独立に落下するようになっ

ている。この中心部の大ききは A 架台では 3 行×3 列、B 架台では 5 行×5 列

の大きさであり、最大荷重は約 2t 以下であるとしている。この中心架台は油圧

装置によって下から押し上げられ、いわゆるフェイルセーフの原則に従い、スク

ラム時、自重により確実に落下する設計としている。また、油圧装置は安全のた

めに中心架台が上方に来るほど順次自動的に上昇速度が低下する構造とすると

している。 

この油圧装置は下降のために独立した二系統の弁を有し、停止時には二系統の

弁が開いて落下し、12 秒以内で所定の負の反応度を加えることができ、さらに

上昇及び下降時に周辺の固定部にひっかからないような構造になっているとし

ている。また、制御棒案内管、固体減速炉心用挿入管 (検出器や試料及びパルス

状中性子発生装置の延長管挿入用等)を備えるとしている。 

軽水減速架台を用いる軽水減速炉心は、アルミニウム製炉心タンクの中に設け

られ、炉心は格子板に燃料体をはめ込んで立てる構造とするとしている。格子板

は水平に 2 分割することができ、その一方は固定、他の一方は可動として、原子

炉停止時にその間隔を 0.15m まで自由に変えられるものとし、その駆動は、手動

によって行われるが、運転時に水位の上がった時は、駆動ハンドルの連結が機械

的に防止されるとしている。また、運転中 2 つの炉心が接近しないように必ず格

子板間にスペーサーが用いられるとしている。さらに、制御棒案内管、軽水減速

炉心用挿入管（検出器挿入用等）を備えるとしている。 

制御機構としては制御棒駆動を用いる。緊急停止の際はダンプ弁を開き、炉心

タンクの水を炉心タンクよりも下に設置されたダンプタンクに速やかに排水す

るとしている。最高水位から燃料が完全に露出するまでの排水時間は 30 秒以下
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とするとしている。これは、制御棒の炉心挿入に対して、独立した系統の反応度

制御機構を形成し、特に停止時に完全な未臨界状態に保つ機能を果たすとしてい

る。また、炉心タンクには水の加熱と保温のための電気ヒータを含むループを設

けるとともに、ダンプタンクには電気ヒータを設け、熱的制限値である 80℃以

下の範囲で水を加熱できる設計としている。 

 

３．確認結果 

規制委員会は、本試験研究用等原子炉施設の設計が以下のとおりであることを

確認した。 

（１）原子炉固有の出力抑制特性 

申請者は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心では、減速材温度係数が

+2.0×10-4Δk/k/℃以下となるように設計するとしている。申請者が代表炉心

について減速材温度係数を評価した結果、最大+4.7×10-5Δk/k/℃であり、制

限値を満足するとしている。 

ここで、減速材温度係数の評価には、核計算コードシステム SRAC を用いて、

核データライブラリ JENDL-4.0 を使用している。減速材温度係数の評価に用い

る炉心の実効増倍率は、三次元拡散コード CITATION により評価している。 

正の減速材温度係数をもつ炉心については、運転時の異常な過渡変化時とし

て炉心タンクヒータによる炉心温度上昇を想定し、減速材温度係数が最大の炉

心においても、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護

回路の機能と併せて機能することにより、水温及び燃料板の温度上昇は最大約

0.6℃にとどまり、運転時の異常な過渡変化時の判断基準を満足するとしてい

る。 

 

規制委員会は、本試験研究用等原子炉施設の低濃縮炉心は、正の減速材温度

係数をもつことがあることから原子炉固有の出力抑制特性を有するとはいえ

ないが、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の

機能と併せて機能することにより、本試験研究用等原子炉施設の安全を確保す

る上で支障がないものと認められることを確認した。 

 

（２）反応度制御特性 

申請者は、低濃縮炉心は、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統

及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより、本試験研究用等原子炉

施設の低濃縮炉心は、原子炉の反応度を制御することができるとしている。ま

た、制御棒全数及び最大反応度を有する制御棒の反応度について、核的制限値

を満足することが解析により確認したとしている。 
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規制委員会は、運転時の異常な過渡変化のうち、炉心内の反応度又は出力分

布の異常な変化の解析によれば、原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き、

出力運転中の制御棒の異常な引抜き及び実験物の異常等による反応度の付加

に関し、原子炉の反応度を制御することができ、これにより核分裂の連鎖反応

を制御できる能力を有すると認められることを確認した。 

 

（３）運転特性及び過渡特性 

申請者は、低濃縮炉心は、通常運転時において熱出力は 100W と小さいため、

燃料板の温度を常温に維持できる。また、運転時の異常な過渡変化の解析によ

れば、運転時の異常な過渡変化時の判断基準を満足するとしている。 

 

規制委員会は、運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統、反応度

制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより

燃料の許容設計限界を超えないものと認められることを確認した。 

 

（４）原子炉の停止性能 

申請者は、反応度制御系統及び原子炉停止系統を設けることにより、原子炉

の通常運転時に炉心の反応度調整、原子炉の未臨界状態への移行及び未臨界状

態の維持を行うことから、燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の

機能と相まって、通常運転時において原子炉を安全に停止できるものとしてい

る。また、運転時の異常な過渡変化時の解析結果において、判断基準を満足し

ていることから、運転時の異常な過渡変化時において原子炉を安全に停止でき

るものとしている。また、制御棒の挿入以外に、固体減速架台においては中心

架台の落下、及び軽水減速架台においてはダンプ弁の作動による軽水の排水に

より、未臨界の維持が可能であるとしている。 

なお、設計基準事故として想定した燃料誤装荷について、炉心構成時の管理

により発生防止がなされるため、炉の運転を伴うことはないとしている。 

 

規制委員会は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において、本試験研究用等原子炉を安全に停止できることを確認した。 

 

（５）燃料体の機械的特性 

申請者は、低濃縮炉心の燃料体に加わる負荷として、自重による圧縮荷重、

水圧等が想定されるが、それら荷重に対して十分な耐力を有していることを確

認したとしている。 
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規制委員会は、燃料体は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時におけ

る原子炉内の自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものであり、

また、輸送中又は取扱中において著しい変形が生じない設計であることを確認

した。 

 

Ⅳ－１．５ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係）  

第１６条第１項第２号、第３号、第４号、及び同条第２項第１号の規定は､試験

研究用等原子炉施設の通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体

等」という。）の取扱施設及び貯蔵施設について､以下を要求している。 

１．燃料体等の取扱施設に対する要求事項 

燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること、崩壊熱により燃料体等

が溶融しないものとすること、使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力

を有するものとすること。 

２．燃料体等の貯蔵施設に対する要求事項 

燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものとすること、燃料体等が臨

界に達するおそれがないものとすること。 

 

申請者は､新たに追加する低濃縮ウランの燃料要素について､以下の設計方針と

している。 

１．燃料室に設けられた核燃料物質の取扱施設において、同時に取扱うことのでき

る燃料枚数もしくは燃料体数を制限することで、臨界に達するおそれのないこと。 

本試験研究用等原子炉施設は最大積算出力を1kWh／年と制限しているため、燃

料の燃焼及び核分裂生成物の蓄積は無視しうるほど小さいことから、崩壊熱の除

去は考慮する必要がなく、燃料体の取扱いは全て手作業で行うことが可能であり、

崩壊熱の除去及び放射線の遮蔽のための設備を要しないこと。 

２．既設の貯蔵棚について､追加する低濃縮ウランの燃料要素を含め、保有可能な

全てのウラン燃料要素を貯蔵できる容量としていること。 

ウラン燃料要素を収納するバードケージは､収納可能な枚数を定め、バードケ

ージ毎に十分な隔離距離を設け、いかなる場合においても臨界に達するおそれが

ない設計としていること。 

 

規制委員会は､新たに追加される低濃縮ウランの燃料要素に係る取扱施設及び貯

蔵施設の設計方針が､以下のとおりであることを確認したことから､許可基準規則

に適合するものと判断した。 

１．燃料室に設けられた核燃料物質の取扱施設において、同時に取扱うことのでき

る燃料要素の枚数若しくは燃料体数を制限することで、臨界に達するおそれがな
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いものとしていること。 

最大積算出力を 1kＷh／年と制限しているため、崩壊熱及び核分裂生成物の蓄

積は無視できるほど小さいため、崩壊熱により燃料体等が溶融するおそれはなく、

放射線の遮蔽のための設備を要しないこと。 

２．貯蔵施設である貯蔵棚は、保有可能な全てのウラン燃料要素を貯蔵することが

できる十分な容量を有していること。 

ウラン燃料要素を収納するバードケージは､十分な隔離距離を設け、いかなる

場合においても臨界に達するおそれがないこと。 

 

Ⅳ－１．６ 計測制御系統施設（第１７条関係）  

第１７条の規定は、炉心及びこれに関連する系統の健全性を確保するために監視

することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時におい

ても想定される範囲内に制御及び監視できる計測制御系統施設を設けること、設計

基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメー

タは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわ

たり監視及び記録できる設計とすることを要求している。 

 

申請者は、低濃縮炉心を考慮し、既設の計測制御系統施設について、以下の設計

方針としている。 

１．炉心及びこれに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要な

パラメータとして、炉心出力、放射線量率（炉室ガンマ線）及び炉心温度を挙げ、

これらのパラメータが通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想

定される範囲内に制御及び監視できる設計とすること。 

２．設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要な

パラメータとして、炉心出力、放射線量率（炉室ガンマ線）及び炉心温度を挙げ、

これらのパラメータが設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定

範囲及び期間にわたり監視及び記録できる設計とすること。 

 

規制委員会は、低濃縮炉心の計測制御系統施設の設計方針について、炉心及びこ

れに関連する系統の健全性を確保するために必要なパラメータが通常運転時及び

運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御及び監視できるこ

と、また、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために

必要なパラメータが設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲

及び期間にわたり監視及び記録できるものとしていることを確認したことから、許

可基準規則に適合するものと判断した。 
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Ⅳ－１．７ 安全保護回路（第１８条関係）  

第１８条第１号の規定は、安全保護回路について、運転時の異常な過渡変化が発

生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉停止系統等と併せて機能す

ることにより、燃料の許容設計限界を超えないよう設けなければならないことを要

求している。 

 

申請者は､低濃縮炉心を考慮し、既設の安全保護回路について、運転時の異常な

過渡変化が発生する場合において、線型出力系、安全出力系及び対数出力炉周期系

により、その異常な状態を検知して安全保護回路に設けた原子炉停止回路（スクラ

ム及び一せい挿入）の作動を自動的に開始することで、燃料の許容設計限界を超え

ない設計としている。 

 

規制委員会は、低濃縮炉心の安全保護回路の設計方針について、運転時の異常な

過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知して安全保護回路に設け

た原子炉停止回路（スクラム及び一せい挿入）の作動を自動的に開始することで、

燃料の許容設計限界を超えないとしていることを確認したことから､許可基準規則

に適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－１．８ 反応度制御系統（第１９条関係）  

第１９条第１項第１号及び第２号ロの規定は、反応度制御系統施設について、通

常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物の移動その他の要因

による反応度変化を制御できる設計の反応度制御系統を設けること、制御棒の反応

度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の異常な引抜

きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないことを要求している。 

 

申請者は､低濃縮炉心を考慮し、既設の反応度制御系統について、通常運転時に

予想される温度変化、実験物の移動その他の要因による反応度変化を制御できる設

計としていること、キセノンの生成量は小さく、反応度への影響は無視できるとし

ていること、制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定

される制御棒の異常な引抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えない設計と

している。 

 

規制委員会は、低濃縮炉心の反応度制御系統の設計方針について、通常運転時に

予想される温度変化、実験物の移動その他の要因による反応度変化を制御できる設

計とする方針としていること、キセノンの生成量は小さく、反応度への影響は無視

できることを確認した。また、制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能
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力と併せて、想定される制御棒の異常な引抜きが発生しても、燃料の許容設計限界

を超えないとしていることを確認したことから、許可基準規則に適合するものと判

断した。 

 

Ⅳ－１．９ 原子炉停止系統（第２０条関係）  

第２０条の規定は、原子炉停止系統施設について、以下を要求している。 

１．通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉

停止系統のうち少なくとも一つは、試験研究用等原子炉を未臨界に移行すること

ができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できる設計と

すること。 

２．制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着し

た場合においても１．に適合する設計とすること。 

３．原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構

成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、

かつ、低温状態において未臨界を維持できる設計であること。 

 

申請者は、低濃縮炉心を考慮し、既設の原子炉停止系について、以下の設計方針

としている。 

   １．通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、制御棒

により未臨界に移行することができ、低温状態において未臨界を維持できる設計

としていること。また、固体減速架台では中心架台、軽水減速架台ではダンプ弁

により、低温状態において未臨界を維持できる設計としていること。 

   ２．反応度価値の最も大きな制御棒と全制御棒に対する反応度抑制効果の割合を全

体の 3 分の 1 以下に制限することで、その制御棒が炉心の外に引き抜かれ、挿入

できない状態となり、かつ、固体減速架台では中心架台が、軽水減速架台ではダ

ンプ弁が作動しない場合であっても、他の制御棒で原子炉を未臨界に移行し、か

つ、低温状態において未臨界を維持できる設計としていること。 

３．原子炉停止系統のうち制御棒が反応度制御系統と共用するが、反応度制御系統

を構成する設備に故障が発生した場合においても、制御棒は原子炉を未臨界に移

行し、かつ、低温状態において未臨界を維持できる設計としていること。 

 

規制委員会は、低濃縮炉心の原子炉停止系統に係る設計方針について､以下のと

おりであることを確認したことから､許可基準規則に適合するものと判断した。 

１．通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉

停止系統のうち少なくとも一つは、原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、
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少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できる設計とする方針として

いること。 

   ２．反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合であっても、原子炉を未

臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できる設計

とする方針としていること。 

３．原子炉停止系統のうち制御棒を反応度制御系統と共用するが、反応度制御系統

を構成する設備に故障が発生した場合においても、通常運転時、運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時に原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、

低温状態において未臨界を維持できる設計とする方針としていること。 

 

Ⅳ－１．１０ 工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護（第２４条

関係）  

第２４条の規定は、試験研究用等原子炉施設について、通常運転時において試験

研究用等原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場

等周辺の空間線量率が十分に低減できる設計とすることを要求している。 

 

申請者は､工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護について、低濃縮炉心

による運転を含め、通常運転時において、原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカ

イシャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率が、年間 50μGy 以下となるよう

に設計及び管理するとしている。 

 

規制委員会は、工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護に係る設計方針に

ついて､通常運転時における本試験研究用等原子炉施設からの直接ガンマ線及びス

カイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものと

していることを確認したことから､許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－１．１１ 放射線からの放射線業務従事者の防護（第２５条関係）  

第２５条第１項第２号の規定は、試験研究用等原子炉施設は、外部放射線による

放射線障害を防止する必要がある場合には、放射線業務従事者が運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時において、迅速な対応をするために必要な操作ができ

ることを要求している。 

 

申請者は､新たに追加する低濃縮炉心を考慮した場合でも、運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時においても迅速な対応をするために必要な操作を行え

るように、制御室には遮蔽を設ける等の放射線防護措置が講じているとしている。 
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規制委員会は、低濃縮炉心の放射線からの放射線業務従事者の防護に係る設計方

針について､放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に

迅速な対応をするために、制御室には遮蔽を設ける等の放射線防護措置を講じられ

ていることを確認したことから､許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－１．１２ 実験設備等（第２９条関係）  

  第２９条第２号及び第３号の規定は、試験研究用等原子炉施設に設置される実験

設備及び利用設備（以下「実験設備等」という。）について、以下を要求している。 

１．実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究用等

原子炉に反応度が異常に投入されない設計とすること。 

２．放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがない設計とすること。 

 

申請者は､実験設備等について、以下の設計方針としている。 

１．低濃縮炉心において､挿入管及び照射物の移動又は状態の変化が生じた場合の

炉心の過剰反応度を､以下のとおりとすることで、反応度が異常に投入されない

設計としている。 

（１）挿入管の反応度の添加は、照射物を装荷しないとき、挿入管が破損して内部

に水が流入することを考え、水流入の前後で炉心の過剰反応度を0.5%Δk/k以

下に制限すること。また、照射物の装荷の有無に係わらず、軽水減速炉心での

挿入管への水流入前後の反応度変化は、絶対値で0.5%Δk/k以下とすること。 

（２）照射物の反応度の添加は、照射物を取り付ける前後の反応度変化は、固体減

速炉心では絶対値で0.35%Δk/k以下、軽水減速炉心では、絶対値で0.5%Δk/k

以下とすること。また、パイルオシレータの使用、照射物の移動、挿入管の破

損及びそれらに起因する温度上昇に伴い添加される反応度を考慮しても過剰

反応度は、常に固体減速炉心では0.35%Δk/k以下、軽水減速炉心では0.5%Δk/k

以下とすること。 

２．放射線業務従事者に過度の放射線被ばくを与えないために、実験設備等の周囲

に適切な遮蔽を設けるとともに、実験設備等の運転中は、放射線量に応じて炉室

への入室を制限する措置を講ずるものとしていること。 

 

規制委員会は､低濃縮炉心における実験設備等に係る設計方針について､以下の

とおりであることを確認したことから､許可基準規則に適合するものと判断した。 

１．減速材の種類､装荷する照射物及び挿入管使用の有無に応じて､照射物及び挿入

管に移動又は状態の変化が生じた場合の炉心の過剰反応度を制限していること

から、実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究

用等原子炉に反応度が異常に投入されない設計とすること。 
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２．実験物等の周囲に適切な遮蔽を設けること、必要に応じて炉室への入室を制限

する方針としていること等により、放射線業務従事者に過度の放射線被ばくをも

たらさないよう対策を講じていること。 

 

Ⅳ－２ トリウム貯蔵庫の追加  

申請者は、本申請において、核燃料物質の貯蔵施設であるトリウム貯蔵庫を追加

するとしている。なお、本変更内容は、既承認申請におけるトリウムの貯蔵に係る

手続き漏れについて、令和 3 年度第 26 回原子力規制委員会で示された対応方針に

従い、申請されたものである。 

 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－２．１ 地震による損傷の防止（第４条関係） 

Ⅳ－２．２ 火災による損傷の防止（第８条関係） 

Ⅳ－２．３ 安全施設（第１２条関係） 

Ⅳ－２．４ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

Ⅳ－２．５ 放射線からの放射線業務従事者の防護（第２５条関係） 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、許可基準規則に適合するものと判

断した。 

 

Ⅳ－２．１ 地震による損傷の防止（第４条関係）  

第４条第１項及び第２項の規定は、試験研究用等原子炉施設について、地震の発

生により生じるおそれのある安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影

響の程度に応じて算定した地震力に十分に耐えることができる設計とすることを

要求している。 

 

申請者は､新たに追加するトリウム貯蔵庫について、耐震重要度を C クラスに分

類し、耐震重要度分類に応じて算定した地震力に、十分耐えられるように設計する

としている。 

 

規制委員会は、新たに追加するトリウム貯蔵庫の地震による損傷の防止に係る設

計方針について、耐震重要度に応じて算定した地震力に十分に耐えることができる

ものとすることを確認したことから、許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－２．２ 火災による損傷の防止（第８条関係）  

第８条第１項の規定は、試験研究用等原子炉施設について、火災により安全性が
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損なわれないよう、必要に応じて、火災の発生を防止等することができることを要

求している。 

 

申請者は､新たに追加するトリウム貯蔵庫について、火災により本試験研究用等

原子炉施設の安全性が損なわれないよう、不燃性の材料を用いる設計とするとして

いる。なお、トリウム貯蔵庫を設置する燃料室における火災の感知及び消火等に係

る設計方針は、既承認申請のものから変更はないとしている。 

 

規制委員会は、新たに追加されるトリウム貯蔵庫の火災による損傷の防止に係る

設計方針について､火災により安全性が損なわれないよう、火災の発生を防止する

ことができる設計であることを確認したことから､許可基準規則に適合するものと

判断した。 

 

Ⅳ－２．３ 安全施設（第１２条関係）  

第１２条第１項、第３項及び第４項の規定は、安全施設は、その安全機能の重要

度に応じて、安全機能が確保された設計とすること、設計基準事故時及び設計基準

事故に至るまでの間に想定されるすべての環境条件において、その機能を発揮する

ことができる設計とすること、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能

の重要度に応じ、試験研究用等原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる

設計とすることを要求している。 

 

申請者は､新たに追加するトリウム貯蔵庫について、ＰＳ－３に分類し、放射性

物質の貯蔵機能を有するとしていること、通常運転時、設計基準事故時及び設計基

準事故に至るまでの間に想定される環境条件として、燃料要素の温度上昇及び燃料

要素からの放射線量の上昇を考慮し、これらの条件下においてもその機能を発揮す

ることができる設計としている。 

また、当該貯蔵庫の健全性及び能力を確認するため、運転中または停止中に、外

側からの外観検査及び扉の開放による内側からの外観検査ができる設計としてい

る。 

 

規制委員会は、トリウム貯蔵庫の設計方針について、本試験研究用等原子炉施設

の設備の特徴を考慮して分類し、安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保され

た設計とするとしていること、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に

想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができる設計とする

としていること、その健全性及び能力を確認するため、運転中又は停止中に試験又

は検査ができる設計とするとしていること等を確認したことから、許可基準規則に
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適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－２．４ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係）  

第１６条第２項第１号及び第２号イの規定は､試験研究用等原子炉施設の通常運

転時に使用する燃料体又は使用済燃料の貯蔵施設について､以下を要求している。 

１．燃料体等の貯蔵施設に対する要求事項 

（１）燃料体等を貯蔵することができる容量を有するものとすること。 

（２）燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

（３）使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を

有するものとすること。 

 

申請者は､新たに追加するトリウム貯蔵庫について､保有する全てのトリウム燃

料要素を貯蔵できる容量とすること、物理的に収納可能な最大量まで燃料要素を収

納した場合においても、臨界に達するおそれがない設計とすること、鉛を使用して

十分な遮蔽能力を有し、貯蔵庫の表面線量が、京都大学複合原子力科学研究所にお

ける管理区域内の高線量区域の基準となる20μSv/h以下となるよう設計するとし

ている。 

 

規制委員会は､新たに追加されるトリウム貯蔵庫に係る貯蔵施設の設計方針につ

いて､保有する全ての燃料要素を貯蔵することができる十分な容量を有しているこ

と、物理的に収納可能な最大量まで燃料要素を収納した場合においても、臨界に達

するおそれがないものとしていること、高放射性である燃料体からの放射線に対し

て適切な遮蔽能力を有するものとしていることを確認したことから､許可基準規則

に適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－２．５ 放射線からの放射線業務従事者の防護（第２５条関係）  

第２５条第１項第１号の規定は、試験研究用等原子炉施設は、外部放射線による

放射線障害を防止する必要がある場合には、放射線業務従事者が業務に従事する場

所における放射線量を低減できる設計とすることを要求している。 

 

申請者は､新たに追加するトリウム貯蔵庫について、放射線業務従事者が業務に

従事する燃料室に設置されるため、鉛を使用して十分な遮蔽能力を有するよう設計

するとしている。また、放射線業務従事者がトリウムを用いた作業を実施する際は、

作業状況に応じて、鉛エプロンを着用する、あるいは鉛ブロック等による仮遮蔽を

設けることで、被ばく管理を行うとしている。 
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26 

 

規制委員会は、トリウム貯蔵庫に貯蔵されるトリウムの放射線からの放射線業務

従事者の防護に係る設計方針について､鉛を使用した遮蔽を設ける等の放射線防護

措置を講じられていることを確認したことから､許可基準規則に適合するものと判

断した。 

 

Ⅴ 審査結果  

申請者が提出した本申請を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第２４条

第１項第２号（技術的能力に係るものに限る。）及び第３号に適合しているものと

認められる。  
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  （案） 

番   号 

年 月 日 

 

 

原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会        

（公印省略） 

 

 

京都大学複合原子力科学研究所 原子炉設置変更承認申請書（臨界

実験装置の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和元年５月３１日付け１９京大施環化第４７号（令和

３年１０月４日付け２１京大施環化第７９号、令和３年１１月１０日付け２１

京大施環化第９５号、令和４年２月２２日付け２１京大施環化第１３１号及び

令和４年３月１４日付け２１京大施環化第１４２号をもって一部補正）をもっ

て、国立大学法人京都大学 学長 山極 壽一から、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第２６条第１項

及び第７６条の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、同法第

２６条第４項において準用する同法第２４条第１項各号のいずれにも適合して

いると認められるので、同法第２６条第４項において準用する同法第２４条第

２項の規定に基づき、別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用に

ついて、貴委員会の意見を求める。 

  

別紙２ 
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（別紙） 

 

京都大学複合原子力科学研究所 原子炉設置変更承認申請書（臨界

実験装置の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律に規定する承認の基準への適合について 

 

令和元年５月３１日付け１９京大施環化第４７号（令和３年１０月４日付け

２１京大施環化第７９号、令和３年１１月１０日付け２１京大施環化第９５号

、令和４年２月２２日付け２１京大施環化第１３１号及び令和４年３月１４日

付け２１京大施環化第１４２号をもって一部補正）をもって、国立大学法人京

都大学 学長 山極 壽一から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第２６条第１

項及び第７６条の規定に基づき提出された京都大学複合原子力科学研究所 原

子炉設置変更承認申請書（臨界実験装置の変更）に対する法第２６条第４項に

おいて準用する法第２４条第１項第１号及び第７６条に規定する承認の基準へ

の適合については以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・試験研究用等原子炉の使用目的（原子炉の核特性等に関する基礎研究､開

発研究及び教育訓練）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、国内の他の事業者又は我が国と原子力の平和利用

に関する協力のための協定を締結している国に引き渡すまで、当該原子炉

施設の燃料室に保管するという方針に変更はないこと 

から、試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと

認められる。 
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  （案） 

番   号 

年 月 日 

 

 

文部科学大臣 宛て 

 

 

 

 

原子力規制委員会        

（公印省略） 

 

 

京都大学複合原子力科学研究所 原子炉設置変更承認申請書（臨界

実験装置の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和元年５月３１日付け１９京大施環化第４７号（令和

３年１０月４日付け２１京大施環化第７９号、令和３年１１月１０日付け２１

京大施環化第９５号、令和４年２月２２日付け２１京大施環化第１３１号及び

令和４年３月１４日付け２１京大施環化第１４２号をもって一部補正）をもっ

て、国立大学法人京都大学 学長 山極 壽一から、核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第２６条第１項

及び第７６条の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙の

とおり同法第２６条第４項において準用する同法第２４条第１項各号のいずれ

にも適合していると認められるので、同法第７１条第１項第３号の規定に基づ

き、貴職の意見を求める。 

  

別紙３ 
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（別紙） 

 

京都大学複合原子力科学研究所 原子炉設置変更承認申請書（臨界

実験装置の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律に規定する承認の基準への適合について 

 

令和元年５月３１日付け１９京大施環化第４７号（令和３年１０月４日付け

２１京大施環化第７９号、令和３年１１月１０日付け２１京大施環化第９５号

、令和４年２月２２日付け２１京大施環化第１３１号及び令和４年３月１４日

付け２１京大施環化第１４２号をもって一部補正）をもって、国立大学法人京

都大学 学長 山極 壽一から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第２６条第１

項及び第７６条の規定に基づき提出された京都大学複合原子力科学研究所 原

子炉設置変更承認申請書（臨界実験装置の変更）に対する法第２６条第４項に

おいて準用する法第２４条第１項各号に規定する承認の基準への適合について

は以下のとおりである。 

 

１．法第２４条第１項第１号 

本件申請については、 

・試験研究用等原子炉の使用目的（原子炉の核特性等に関する基礎研究､開

発研究及び教育訓練）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、国内の他の事業者又は我が国と原子力の平和利

用に関する協力のための協定を締結している国に引き渡すまで、当該原

子炉施設の燃料室に保管するという方針に変更はないこと 

から、試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないもの

と認められる。 

 

２．法第２４条第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本工事に要する資金は文部科学大臣が認可した国立大学法人京

都大学中期計画に基づき、京都大学経費をもって充当する計画としている。 

このことから、申請者には本件申請に係る試験研究用等原子炉施設を設置

変更するために必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第２４条第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、試験研究用等原子炉施設を設置変更するため

に必要な技術的能力があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行
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するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

４．法第２４条第１項第３号 

添付のとおり、本件申請に係る試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び

設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用

等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で

定める基準に適合するものであると認められる。 

 

５．法第２４条第１項第４号 

本件申請については、試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第２３

条第２項第９号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するもの

であると認められる。 
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出展：試験研究用等原子炉施設における新規制基準への 

適合性審査に係る今後の進め方について 

平成 28 年 2 月 17 日 第 56 回原子力規制委員会 資料３一部抜粋 

参考１ 
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原子力規制委員会行政文書管理要領（制定 平成 24 年 9 月 19 日 原規総発第

120919005 号 原子力規制委員会決定）（抄） 

（最終改正：令和 3 年 6 月 16 日原規総発第 2106163 号原子力規制委員会決定） 

 

（公印及び契印の省略） 

第三十二条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる施行文書について

は、発信者名の下に「（公印省略）」の文字を付記することにより、公印及び

契印の押印を省略することができる。 

(1)環境省、委員会内部部局、施設等機関及び地方環境事務所又は他の行政機

関に発出する施行文書 

(2)前号に掲げるもののほか、一般に公表する文書、情報提供を行うための文

書、定例的な通知書、依頼文書、回答文書その他の偽造されるおそれが少ない

文書（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律

第166号）、放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和32年法律第167号）、

電気事業法（昭和39年法律第170号）、原子力災害対策特別措置法（平成11年

法律第156号）、情報公開法及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第58号）並びにこれらの関係法令に基づくものを除く。） 

 

 

別表第 3（原子力規制法令） 

(1)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第

166 号）関係 

事 

項 

番 

号 

主管課等 専決事項 専決者 合議者 委員会へ

の報告の

要否 

22 部門（部安全

規制管理官に

係るものに限

る。） 

原子炉等規制法第 26 条第 1

項の規定による変更の許可

（重要な変更に係るものを

除く。）に関すること。 

長官  要 

 

 

 

参考２ 
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 
（昭和３２年法律第１６６号） 
 
（設置の許可） 
第二十三条 発電用原子炉以外の原子炉（以下「試験研究用等原子炉」という。）

を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許

可を受けなければならない。 
２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二 使用の目的 
三 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 
四 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地（試験研

究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事

業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置

の工事を行う際の船舶の所在地） 
五 試験研究用等原子炉及びその附属施設（以下「試験研究用等原子炉施設」

という。）の位置、構造及び設備 
六 試験研究用等原子炉施設の工事計画 
七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年

間予定使用量 
八 使用済燃料の処分の方法 
九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項 
 
（許可の基準） 
第二十四条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場

合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるとき

でなければ、同項の許可をしてはならない。 
一 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 
二 その者（試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶

を建造する造船事業者を含む。）に試験研究用等原子炉を設置するために必

要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を

適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 
三 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料

を含む。第四十三条の三の五第二項第七号を除き、以下同じ。）若しくは核

参考３ 
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燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）又

は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規

制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 
四 第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に

適合するものであること。 
２ 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あら

かじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴

かなければならない。 
 
（変更の許可及び届出等） 
第二十六条 試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五

号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定

めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、

同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとす

るときは、この限りでない。 
２ 試験研究用等原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第

二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変

更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければなら

ない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更した

ときも、同様とする。 
３（略） 
４ 第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。 
 
（許可等についての意見等） 
第七十一条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、

第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、

第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十三条

の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項若しくは

第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合（以下この項にお

いて「許可等をする場合」という。）においては、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければならない。 
一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣（試験研究の用に供

する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣） 
二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣（試験研究

の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣） 
三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合（前二号に該当する
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ものを除く。） 文部科学大臣 
２～６（略） 
 
（国に対する適用） 
第七十六条 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるも

のとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承

認」とする。 
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複合原子力科学研究所 施設配置図

1※京大資料を一部修正
https://www.nsr.go.jp/data/000371911.pdf

（参考）
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汚染物貯蔵庫
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• 初臨界:1974年8月

• 最大熱出力 100W 
• 複数架台（炉心）方式

軽水減速架台（C架台）

固体減速架台（A、B架台）
（減速材：ポリエチレン、黒鉛など）

• D-T加速器を併設（14MeV中性子源）

• 国内で唯一の大学が所有する臨界実験
装置

軽水減速炉心
（C架台）

固体減速炉心
（B架台）

KUCA （京都大学臨界実験装置）

2※京大資料を一部修正
https://www.nsr.go.jp/data/000371911.pdf-48-



ウラン燃料角板

KUCA：固体減速炉心（A, B架台）

B架台

3※京大資料を一部修正
https://www.nsr.go.jp/data/000371911.pdf

【燃料材の種類】
ウランアルミニウム合金（高濃縮燃料）

（追加）ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料
（低濃縮燃料）

ウラン燃料角板
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KUCA：軽水減速炉心（C架台）

4
※京大資料を一部修正

https://www.nsr.go.jp/data/000371911.pdf

【燃料材の種類】
ウランアルミニウム合金（高濃縮燃料）
ウランアルミニウム分散型合金（中濃縮燃料）

（追加）ウランシリサイド・アルミニウム分散型燃料（低濃縮燃料）

アルミニウム被覆

アルミニウム被覆

70cm

-50-



5

異常な過渡変化及び設計基準事故の評価結果
評価事象 評価結果※１

異
常
な
過
渡
変
化

原子炉起動時における制御棒の異常な引抜
き

固体減速炉心：27 ℃
軽水減速炉心：1.9 ℃

出力運転中の制御棒の異常な引抜き
固体減速炉心：0.68 ℃
軽水減速炉心：0.21 ℃

実験物の異常等による反応度の付加
固体減速炉心：2.50℃（2.62 ℃）※２

軽水減速炉心：0.54℃（0.59 ℃）※２

商用電源喪失
固体減速炉心：0.74 ℃
軽水減速炉心：0.24 ℃

中性子発生設備又はパルス状中性子発生装
置を臨界状態において利用

固体減速炉心： 49.3 ℃

炉心タンクヒータによる温度上昇 軽水減速炉心：0.54 ℃

設
計
基
準
事
故

燃料落下又は燃料誤装荷 固体減速炉心： 1.13 ℃

燃料の機械的破損 最大被ばく量 0.004μSv

実験設備、実験物等の著しい破損 最大被ばく量 0.19μSv

※京大資料を一部修正
https://www2.nsr.go.jp/data/000363327.pdf

※１：評価結果の温度は燃料の温度上昇値、最大被ばく量は敷地境界外の実効線量
※２：過剰反応度を固体減速炉心では0.35%Δk/k、軽水減速炉心では0.5%Δk/kに変更。カッコ書きは変更前。
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